
令和８年度屋久島町不快害虫蔓延防止作業員（会計年度任用職員）募集要項 

 

１　任用根拠及び募集人員並びに応募資格 

（１）任用根拠：パートタイム会計年度任用職員（地方公務員法第 22 条の 2第 1 項第 1号） 

（２）募集人員：１名 

（３）応募資格 

　　①当町に住所を有する者又は任用前日までに転入予定者であること 

　　②普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を保有し、自動車の運転ができる者 

　　③１トン車の運転ができること 

　　④次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

　　　ア．禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

　　　イ．屋久島町の職員として懲戒処分の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ていない者 

　　　ウ．反社会的勢力（暴力団等）の構成員である者又は反社会的勢力と密接な関係が

ある者 

 

２　選考の方法及び内容 

選考は第１次選考及び第２次選考とし、第２次選考は第１次選考の合格者にのみ行

います。 

①第１次選考（書類選考） 

　　応募書類による選考を行い募集条件と合致した方のみ面接日時等を通知いたします。 

②第２次選考（面接選考） 

　　主として人物について、個別面接を行います。 

 

３　第２次選考合格から任用まで 

合格発表後に採用となった場合、指定された初日に「任用通知書」を交付し、勤務

開始となります。 

　　合格発表後、受験資格のないこと又は申込書・履歴書の記載事項が正しくないことが

判明した場合または任命権者が不適当と認めた場合は合格を取り消すことがあります。 

地方公務員法の規定に基づき、採用はすべて条件付とし、採用後１か月間を良好な成

績で勤務したときに会計年度職員として正式採用となります。 

 

４　業務内容及び勤務場所等 

（１）業務内容及び勤務場所 

①業務内容 

ア．ヤンバルトサカヤスデ生息地域拡大及び蔓延防止対策 

イ．オキナワイチモンジハムシ生息地域拡大及び蔓延防止対策 



ウ．ヤマビルに関する蔓延防止対策 

エ．薬剤在庫管理・業務報告書の作成等 

オ．その他、課全般に関すること及び所属長が指示する事項 

②勤務場所　屋久島町役場本庁又は役場各出張所及び役場関連施設 

（２）任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までです。 

年度を超えての更新はありませんが、任期ごとに面接や従前の勤務実績に基づく客

観的な能力実証を行ったうえで、再度任用されることがあります。 

（３）勤務日等 

（４）給料（報酬）・手当等 

報酬額は、屋久島町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用

弁償に関する条例に基づき、実務経験や職責等を考慮の上、決定します。（下記の報

酬額は、令和８年１月現在の給料表に基づくものです。給与改定状況等により変動す

ることがあります。） 

日額：１１，４３３円～ 

※その他、期末・勤勉手当、費用弁償、特殊勤務手当等がそれぞれの支給要件に応じ

て支給されます。 

（５）社会保険等 

共済組合、厚生年金、雇用保険等に加入。公務災害補償制度等の適用あり。 

（６）休暇・特別休暇等 

年次有給休暇他 

（７）服務 

地方公務員法に規定する服務に関する規定（守秘義務、信用失墜行為の禁止、職

務専念義務、政治的行為の制限など）が適用されるとともに、非違行為等あった場

合には懲戒処分の対象となります。 

兼業を行うことができますが、兼業を開始した、又は兼業をしている場合には、速

やかに所属課に届け出てください。兼業の内容等によっては、服務規定に違反し、懲

 就業日時 原則、毎週月曜日から金曜日までのうち、４日勤務 

１日の勤務時間は、休憩時間を除き８時 30 分～17 時 15 分 

月の勤務日数 16 日 

※散布繁忙時期及びその他業務等のため休日出勤、時間外勤務を命

じる場合があります。

 代休 就業日又は就業時間外に従事した場合は、その従事した日数及び時

間に応じて代休を取得することができます。

 休憩時間 原則正午から午後１時まで。 

ただし、状況により変更の場合有り。

 勤務しな

い日

原則、毎週土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３日。 

ただし、状況により変更の場合有り。



戒処分又は分限処分の対象となる場合があります。 

（８）その他 

人事評価あり（２回／年度） 

健康診断等受診及びストレスチェック受検必須 

 

５　応募手続及び受付期間 

屋久島町会計年度任用職員採用申込書は、役場本庁（生活環境課）及び各出張所に

備え付けています。 

詳しくは担当（生活環境課生活衛生係）へお問い合わせください。 

（１）提出書類 

屋久島町会計年度任用職員採用申込書又は市販の履歴書 

※履歴書には、申込日前３か月以内に撮影した上半身脱帽正面向　　　　　　　

（縦：４cm、横３cm）の写真を貼り付けること。  

※直筆で記入すること。 

　※市販の履歴書で申し込む場合は、希望する職種を書面に記入してください。 

（２）提出先 

〒８９１－４２９２　屋久島町小瀬田８４９番地２０ 

屋久島町役場生活環境課 

生活衛生係　TEL０９９７－４３－５９００（内線１３６） 

※郵送で申し込むときは、封筒の表に「応募申込書在中」と朱書きしてください。 

（３）応募申込みの受付期間及び受付時間 

受付期間　令和８年２月１０日（火）から令和８年２月２０日（金）必着としま

す。（土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

受付時間　午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※郵送の場合は、担当へご連絡下さい。 

（４）その他 

提出された書類は、合否結果にかかわらず返却しませんので、ご了承ください。 

また、この募集は令和８年度予算が成立することを前提とした募集内容となってお

ります。募集開始時点では令和８年度の予算は成立しておりません。今後の状況によ

り、今般の募集内容が変更になる可能性があることをご了承のうえ、お申し込みくだ

さい。


